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（株）綿半工務 新潟県新発田市 R6.6.20
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条

関係請負人の労働者の作業が同一の場
所において行われることによって生ず
る労働災害を防止するため、随時、必
要な作業間の連絡および調整を行って
いなかったもの

R6.6.20送検

（株）暁総業 沖縄県那覇市 R6.6.20
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

車両系建設機械を主たる用途以外の用
途に使用したもの

R6.6.20送検

（有）銘苅工業
沖縄県国頭郡金
武町

R6.8.1
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条

足場に安全に昇降するための設備を設
けなかったもの

R6.8.1送検

（株）奥浜組 沖縄県那覇市 R6.9.2
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条

関係請負人の労働者が足場上で作業を
行うに当たり、足場の墜落防止設備を
設けていなかったもの

R6.9.2送検

富島総業（株） 沖縄県宮古島市 R6.9.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条

足場組立て作業で、要求性能墜落制止
用器具を使用させる等墜落防止措置を
講じることなく労働者に幅木の取り付
け作業を行わせたもの

R6.9.2送検

（株）浦和工業
沖縄県島尻郡八
重瀬町

R6.10.4
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条

足場の組立て等作業主任者に足場の組
立て作業の進行状況を監視させていな
かったもの

R6.10.4送検

高良工業 沖縄県沖縄市 R6.10.24
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条

足場の組立て等作業主任者に器具、工
具、要求性能墜落制止用器具の機能を
点検し不良品を取り除くことを行わな
かったもの

R6.10.24送検

ザ・テラスホテルズ（株）
ザ・ブセナテラス 沖縄県名護市 R7.3.25

労働基準法第32条
労働基準法第36条

労働者に、月100時間以上、複数月を
平均して月80時間を超える違法な時間
外労働を行わせたもの

R7.3.25送検

和光製版(株)
沖縄事業所

沖縄県那覇市 R7.5.23
労働基準法第32条
労働基準法第36条

労働者に、月100時間以上、複数月
を平均して月80時間を超える違法
な時間外労働を行わせたもの

R7.5.23送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


